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日
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茎
 論
壇「
英
語
教
育
の
さ
ら
な
る
改
善
に
あ
た
っ
て
」

　
九
州
大
学
大
学
院
言
語
文
化
研
究
院
 教
授
  鈴
木
右
文

茎
 職
場
の
Q
＆
A
⑥

   「
人
勧
下
が
れ
ば
即
減
給
。人
勧
上
が
っ
た
ら
？
」

荊
 単
組
か
ら
の
レ
ポ
ー
ト

猿
 舞
鶴
工
業
高
専
「
次
の
世
代
へ
の
引
き
継
ぎ
」

猿
 愛
媛
大
学「
第
　
回
愛
媛
大
学
納
涼
盆
踊
り
を
終
え
て
」
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荊
 わ
た
し
も
ひ
と
こ
と

　　　（毎月10日発行）

　
　
日
の
交
流
集
会
で
は
、

18
最
初
に
本
多
全
大
教
中
央
執

行
委
員
（
同
青
年
部
担
当
）

よ
り
、
全
大
教
高
専
協
議
会

の
活
動
を
通
し
た
組
合
の
意

義
や
あ
り
方
に
つ
い
て
基
調

講
演
を
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
　
そ
の
後
、
参
加
者
が
五
つ

の
班
に
分
か
れ
て
、
グ
ル
ー

プ
交
流
を
行
い
ま
し
た
。
グ

ル
ー
プ
交
流
で
は
、
上
野
公

園
（
国
立
科
学
博
物
館
）
へ

行
く
グ
ル
ー
プ
と
谷
中
の
街

中
散
策
の
グ
ル
ー
プ
と
に
分

か
れ
活
動
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
行
動
中
に
、
翌
日
の
学

習
会
テ
ー
マ
を
話
題
と
し

て
、
各
組
合
で
の
若
手
組
合

員
の
状
況
や
取
り
組
み
な
ど

に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意

見
交
換
を
し
、
親
睦
を
深
め

ま
し
た
。

　
　
日
の
学
習
会
で
は
、「
若

19
手
組
合
員
を
と
り
ま
く
諸
問

題
の
提
示
か
ら
提
言
へ
」
を

テ
ー
マ
と
し
て
、
グ
ル
ー
プ

ワ
ー
ク
を
行
い
ま
し
た
。
こ

の
中
で
は
、
マ
イ
ン
ド
マ
ッ

プ
、
ブ
レ
イ
ン
ス
ト
ー
ミ
ン

グ
を
用
い
て
ア
イ
デ
ア
を

出
し
、
ペ
イ
オ
フ
マ
ト
リ
ク

ス
分
析
、
P
M
I
分
析
と
呼

ば
れ
る
分
析
手
法
を
駆
使

し
て
ア
イ
デ
ア
の
絞
り
込

み
か
ら
改
善
へ
の
プ
ロ
セ

ス
も
実
施
し
て
も
ら
い
、
短

時
間
で
の
各
グ
ル
ー
プ
で

の
提
言
を
ま
と
め
ま
し
た
。

最
後
に
、
各
グ
ル
ー
プ
の
提

言
を
発
表
し
、
質
疑
応
答
も

行
っ
て
参
加
者
全
員
で
共

有
し
ま
し
た
。

　
グ
ル
ー
プ
交
流
で
の
親

睦
が
功
を
奏
し
、
活
発
な
グ

ル
ー
プ
ワ
ー
ク
と
な
り
ま

し
た
。
短
時
間
で
は
あ
り
ま

し
た
が
、
い
ろ
い
ろ
面
白
い

提
言
が
出
さ
れ
、
若
手
組
合

員
の
活
発
な
意
見
交
換
や

議
論
の
場
を
作
る
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

（
青
年
部
長
　
高
木
 夏
樹
）

多忙で休暇が取得・消化できないことなどが問題として
挙がり、「休み」の状況把握・共有が必要との意見にまと
まりました。そこで、休暇の積立制度や状況の「可視化・
オープンデータ化」を提言しました。プライバシーなど
への配慮の問題もありますが、仕事の管理、組織の経営
改善に組合が積極的に関わるしくみが期待できます。

若手組合員の減少から組合への理解不足を問題として取
り上げ、学習会やレクリエーションが必要と考えました
が、これまでの実情より参加者は少ないことから、組合
での合コン主催を提言しました。これによって、若手職
員への出会いの場を提供でき、人脈拡大につながり、組
合への理解や加入のきっかけになると考えました。

若手が組合を敬遠する理由の１つに世代間の意識のずれ
があり、一概には言えないものの、ベテランの「高温多
湿」な組合への思い入れに対し、若手が「ドライ」な気
持ちを持つことが挙げられ、「執行部は、若年の意識を理
解しつつ、適度な『湿度』を保てる組合の雰囲気づくり
に努めるべきである」と提言しました。

他機関との情報共有や評価・待遇改善等の諸問題が多く
あがりました。問題解決として、若手も利用し易いSNS
（LINE等）で各単組の取り組み事例の投稿での情報共有化
や資格・検定費等の自己研鑽費用を組合費から補填等を
行うことを提言し、既組合員へのメリットの明確化と、
非組合員への組合活動認知が可能となると考えました。

大学の管理職は、労働法を遵守する必要があります。そこ
で、労働に関するルールについての研修を行ってはどうかと
考えました。また、若手教職員を対象とした働きかけとして、
職種間の交流や勉強会などを通して、それぞれの職場の事
情について情報交換したり、組合が管理職と団体交渉などを
行っていることをアピールしてはどうかと提言しました。

お
詫
び
と
訂
正
　
前
号
の
3
5
0
号
1
面
に
て
、
ご
案

内
致
し
ま
し
た「
教
研
集
会
の
分
科
会
」の
一
部
に
誤
植

が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
お
詫
び
し
訂
正
い
た
し
ま
す
。
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員
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